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すべてのステークホルダーと長期的・継続的に 
調和のとれた活動を行うために、 
公正かつ透明性のある経営をめざしています。

ガバナンス
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基本方針

日東電工グループは、すべてのステークホルダーの利益
を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現す
る上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な課
題であると考えています。
従業員一人ひとりが企業人あるいは社会の一員として守

るべき共通の指針として、「経営理念」「行動基準」および「ビ
ジネス行動ガイドライン」を定めています。 
「経営理念」「行動基準」では、「オープン・フェア・ベスト」、す
なわち、オープンに情報を共有化し、フェアに判断し、決まっ
たことに対してベストを尽くすことを行動の原点とし、「健全
で透明な経営」の推進に努めています。 
さらに、公正かつ透明性のある経営のために、専門分野ご

とに基本方針を定めて、それに従ったガバナンスを行ってい
ます。

ガバナンス体制

取締役、取締役会、執行役員
取締役会は経営に係る重要な事項について意思決定する

とともに、取締役および執行役員による業務執行を監督して
います。取締役および執行役員は、取締役会が決定した基本
方針に従い、業務執行の任にあたっています。また、経営の
健全化、透明性の確保を図るために取締役および執行役員
の任期を１年に設定するとともに、平成19年度から社外取締
役を選任しています。

経営・報酬諮問委員会
取締役社長の諮問機関として、経営上の重要課題および
役員報酬に関し、異なった視点からのアドバイスを得るため
に、社外の有識者で構成する経営・報酬諮問委員会を設置し
ています。

監査役、監査役会
監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監視

するとともに、その他の重要会議への出席、取締役および執
行役員を含む従業員から活動状況聴取、決裁書類その他の
重要書類の閲覧、本社・技術・事業部門や事業所などならび
に国内外の子会社などの調査、会計監査人からの監査報告
聴取および意見交換などを通じて、監査を実施しています。

監査および内部統制

日東電工グループでは、企業の社会的責任を果たすために、
牽制機能を有する独立性のある部門が、実効性のある内部統
制と経営目標の達成に役立つ内部監査を実施しています。

監査
内部監査は、日東電工グループ各社の経営活動が正確、
正当かつ合理的に行われているかを監査し、業務の改善、業
績向上に資することを目的としています。さらに外部監査も
定期的に受けています。

内部統制 
業務の適正を確保するための体制（内部統制）に関する基
本方針および「財務報告に係る内部統制」を構築し、全社的
統制（統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝
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■コーポレート・ガバナンス体制図 〈2013年７月〉



12 Nitto Denko Group 
Report 2013

ガバナンス

達、モニタリング、ＩＴへの対応）が適切に整備・運用されてい
る状況をめざします。

リスクマネジメント

グローバルの視野で経営や事業活動に影響を及ぼすリス
クを抽出し、優先順位をつけて、予防・回避・対策・転化などの
措置を講じています。（参照：P14-15 有価証券報告書記載
の事業等のリスク情報）
さらに、次の取り組みも行っています。

緊急事態の通報システムと支援体制
大災害や重大事故など緊急事態が発生した場合、即座に
経営トップに通報するシステムがあります。この通報を受け
たトップの判断により、直ちに災害対策本部が設置され、被
害を受けたグループ会社・拠点を、グループ全体の力で支援
します。

日東電工は2012年、世界の代表的な社会的責任投資指標である
「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」の対象銘柄
として、初めて採用されました。

「Dow Jones Sustainability Index」は、経済・環境・社会の３
つの側面から世界の企業を評価しており、企業の社会的責任（ＣＳＲ）
に関心を持つ投資家の重要な選択基準の一つとなっています。

「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」に 
採用される

事業継続計画
東日本大震災での経験をもとに、「人命尊重」「２次災害防止」

「製品の供給責任」「地域への支援」を基本方針にした「事業
継続マニュアル（地震編）」を2011年９月に改定しました。
これをベースに、2013年２月には、2つの拠点で連携した
地震対応訓練を初めて実施しました。事前に情報を与えず
に、想定される地震および関連事故に対して、当事者がどの
ような行動をとるかなどを検証したものです。いくつかの課
題が明らかになり、対策本部としてのチームワークも強化さ
れました。
今後も災害対応訓練を継続的に行い、問題点を改善しな
がら、事業継続計画のレベルアップを図ります。

緊急事態については日東電工本社（本ガイドブック参照）と
関連部署へ報告してください。それ以外の事故・災害などは
各専門部署へ報告してください。

緊急事態および
事故・災害報告ガイドブック

このガイドブックは拠点責任者および代行者などに配布しています。 
異動される場合は、確実に後任者へ引き継いでください。

地震対応訓練の様子

緊急時の通報先を	
明記したガイドブック


